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重要事項説明書（介護予防支援事業及び第１号介護予防支援事業） 
 
 
あなた（またはあなたの家族）が利用しようと考えておられる介護予防支援、又は第１号介護予防支援

事業（以下「介護予防支援等」という。）について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容
を説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。 
 

 この「重要事項説明書」は、「枚方市指定介護予防支援等に関する基準を定める条例（平成 26年枚方

市条例第 52号）」第７条の規定に基づき、介護予防支援契約締結に際して、事業者が予め説明しなけれ

ばならない内容を記したものです。 

 あわせて、介護保険法第 115条の 45第１号のニに定める介護予防・日常生活支援総合事業の第 1号

介護予防支援事業の 内容を記したものです。 
 
 
１ 介護予防支援等を提供する事業者について 

事業者名称 パナソニック エイジフリー 株式会社 

代表者氏名 代表取締役  坂口 哲也 

本社所在地 

（連絡先） 

大阪府門真市大字門真 1048番地 

  TEL 06-6900-9831 ・ FAX 06-6900-9832 

 

２ ご利用者への介護予防支援等提供を担当する事業所について 

（１）事業所の所在地等 

事業所名称 枚方市地域包括支援センター パナソニック エイジフリー 

介護保険指定事業者番号 枚方市指定  2702400157 

事業所所在地 大阪府枚方市長尾元町６丁目２－１５ 

連 絡 先 

 相談担当者名 

電話番号 072-864-5607 ・ FAX  072-864-5608 

管理者  前田 竜介 

事業所の通常の事業実施地

域 
枚方市全域 

 

（２）事業の目的及び運営方針 

事業の目的 

要支援者等からの相談に応じて、本人やその家族の意向等を基に、介護予防サービ
スを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サ
ービスの提供が確保されるよう指定介護予防サービス事業者等との連絡調整等そ
の他の便宜の提供を行うこと。 
 

運営方針 

基本方針 
１ 利用者が要支援状態になった場合においても、その状態の軽減または悪化の防
止に資するよう、また利用者が可能な限りその居宅において、尊厳を保持し、自立
した生活を営むことができるように配慮したものとします。 
２ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に
基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するため適切な保健医療サー
ビス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配
慮して行います。 
３ 利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供さ
れる介護予防 
サービス等が特定の種類または特定の介護予防サービス事業者等に不当に偏する
ことのないよう、公正中立に行います。また、利用者は複数の指定介護予防サービ
ス事業者等を紹介するよう求めることができます。 
４ 事業を行うにあたっては、枚方市、医療機関、他の介護予防支援事業者、介護
予防サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）第 51 条の 17
第 1項第 1号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動による
サービスを含めた地域における様々な取り組み等との連携に努めます。 
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運営方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

留意点 
５ サービスの提供に際しては、介護予防の効果を最大限に引き出すため、以下
の点に留意して行います。 

(1)特定の機能の改善だけを目指すものではなく、これらの機能の改善や環境の調
整などを通じて、利用者の日常生活の自立のための取り組みを総合的に支援す
ることによって生活の質の向上を目指します。 

(2)利用者による主体的な取り組みを支援し、常に利用者の生活機能の向上に対す
る意欲を高めるよう支援します。 

(3)具体的な日常生活における行為について、利用者の状態の特性を踏まえた目標
を設定し、利用者、サービス提供者等とともに目標を共有します。 

(4)利用者の自立を最大限に引き出す支援を行うことを基本とし、利用者のできる
行為は可能な限り本人が行うよう配慮します(5)他の専門職との連携により、地
域における様々なサービス等の利用も含めて、介護予防に資する取り組みを積
極的に活用します。(6)地域支援事業及び介護給付との連続性及び一貫性を持っ
た支援を行うよう配慮します。(7)利用者の個別性を重視した、効果的な介護予
防サービス計画を策定します。(8)機能の改善の後も、その状態の維持への支援
に努めます。 

 

（３）事業所窓口の営業日及び営業時間 

営 業 日 月火水木金（祝日及び 12月 29日～1月 3日除く） 

営 業 時 間 9：00～17：30 

 
 

（４）事業所の職員体制 

事業所の 
所長兼管理者 管理者  前田 竜介 

職   種 主 な 職 務 内 容 人員数 

主任介護支援専

門員 

地域での包括的ケアマネジメント支援業務（ケアマネジャー支援）、 

介護予防ケアマネジメント・ケアプラン作成等 

1人以上 

 

保 健 師 等 
高齢者の総合相談業務、介護予防ケアマネジメント・ケアプラン作成

業務等 

1人以上 

社 会 福 祉 士 等 
高齢者の総合相談業務、権利擁護業務、介護予防ケアマネジメント・ケ

アプラン作成等 

1人以上 

 

３ 介護予防支援等の内容、利用料・その他の費用について 

 
介護予防支援等の内容 

 

   
提 供 方 法 
 

 
介護保険等
の適用有無 
 

１ヵ月あ
たりの料
金 

１ヵ月あたりの利用料
（介護保険等適用の場
合は利用者負担） 

①介護予防サービス計画の作成 
別紙に掲げ
る「介護予防
支援業務の
実施方法等
について」を
参照下さい。 

左の①～⑧
の内容は、介
護予防支援
の一連業と
して、介護保
険または介
護予防・日常
生活支援総
合事業の対
象となるも
のです。 

 介護保険または介護予
防・日常生活支援総合事
業適用となる場合には、
利用料を支払う必要が
ありません。 
（全額介護保険等によ
り負担されます。） 

②介護予防サービス事業者等との
連絡調整 

③サービス実施状況把握 

④利用者状況の把握  

⑤給付管理 

⑥目標の達成状況についての評価 

⑦要介護(支援) 
認定申請に対する協力、援助 

⑧相談業務 

※ただし、保険料滞納により、支払い方法の変更処分を受けている場合については、いったん利用料 4,729
円（初回は 7,939円、委託連携加算は 3,210円。）を事業者に支払う必要があります。 
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（上記の利用料については、介護報酬の改定又は事業の内容変更に伴い変わることがあります。） 

 

４ 利用者の居宅への訪問頻度の目安 

担当職員等が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安 

利用者の要支援認定有効期間中、概ね 3ヶ月に１回程度(３月に１回) 

※ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や介護予防支援業務の遂行に不可

欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、事業者が使用する保健師等の担当職員、また

は計画原案作成等の委託を受けた居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員（この説明書中で

「担当職員等」と表記します。）は利用者の居宅を訪問することがあります。 

 また、上記の訪問以外に、特段の事情がない限り、利用者に対する電話連絡を行います。（月１回程

度） 

 

５ 利用料、その他の費用の請求及び支払い方法について 

①利用料、その他の費用の請求 

 

ア 利用料、その他の費用は利用者負担のある支援業務提供ごと

に計算し、利用のあった月の合計金額により請求いたします。 

イ 請求書は、利用明細を添えて利用があった月の翌月 20 日ま

でに利用者 あてにお届けします。ただし、請求額のない月は

お届けしません。 

②利用料、その他の費用の支払

い                     

ア 利用者負担のある支援業務提供の都度お渡しする利用者控

えと内容を 照合のうえ、請求月の末日までに、以下のいずれ

かの方法によりお支払ください。 

（ア）事業者指定口座への振り込み 

（イ）利用者指定口座からの自動振替 

（ウ）現金支払い 

イ お支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡ししますの

で、保管を  お願いします。 

※利用料、その他の費用の支払いについて、支払い期日から２月以上遅延し、さらに支払いの督促から
14日以内にお支払が 
ない場合には、契約を解約した上で、未払い分をお支払いただくことになります。 
ただし、お支払いにお困りの場合は別途ご相談ください。 

 

６ 業務の委託について 

この説明中の「３ 介護予防支援等
の内容、 利用料・その他の費用に
ついて」における業務の一部の委託
について 

介護保険法第 115条の 23第３項の規定により、居宅介護支援事

業者へ委託する場合があります。 

委託先事業者の選定に当たって、事業者は利用者の希望を可能

な限り尊重します。 

 

７ 介護予防支援等の実施等における留意事項 

①利用者宅への立入について 事業者が介護予防支援等の実施及び安全衛生等の管理上必要

があると認められる場合は、事業者の使用する従業者が利用者の

居宅内に立ち入り、必要な措置をとる場合があります。 

ただし、その場合事業者及びその使用する従業者は利用者のプ

ライバシー等の保護について、充分な配慮をしなければならない

ものとします。 

②利用者の心身の状況等により特

段の配慮が必要な場合の取り扱

いについて 

利用者及びその家族と事業者が、介護予防支援等の内容につい

て介護保険法やその他の法令の定めるところに従い、協議の上決

定するものとします。 
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③利用者が病院又は診療所に入院

する必要が生じた場合 
利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担

当職員の氏名及び連絡先を入院先の病院又は診療所に伝えるよ

うお願いします。 

 

８ 秘密の保持と個人情報の保護について 

①利用者及びその家族に関する秘

密の保持について 

 事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知

り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三

者に漏らしません。 

この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。 

②個人情報の保護について 
 
 
 

 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス

担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、

利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限

り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いませ

ん。 

事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記

録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分

の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

 

９ 事故発生時の対応について 

①利用者に対する介護予防支援等

の提供により事故が発生した場

合 

速やかに市町村・利用者・予め利用者が指定した利用者の家

族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとします。 

②サービス提供時等において利用

者の心身に緊急の事態が発生し

た場合 

速やかに、必要な措置を講ずるとともに、利用者の主治医、

あらかじめ利用者が指定した連絡先（利用者の家族等）へ連絡

を行うものとします。 

③損害賠償について 

利用者に対する介護予防支援等の提供により賠償すべき事故

が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

保険については、損害賠償責任保険に加入しています。 

 
１０ 高齢者虐待について 
 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 
 ①研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や知識の向上に努めます。 
 ②従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者等の権利擁

護に努める環境の整備に努めます。 

 

１１ 介護予防支援等の業務に関する相談、苦情について 

【事業者の窓口】 
 枚方市地域包括支援センター 
 パナソニック エイジフリー 

所 在 地 枚方市長尾元町６丁目 2-15 

電話番号  072-864-5607 

FAX番号  072-864-5608 

受付時間 平日の 9:00～17:30 

（年末年始（12月 29日～１月３日）を除く。） 

【市町村の窓口】 
枚方市 健康福祉部 

         健康づくり課 

所 在 地 枚方市大垣内町２丁目１－２０ 

電話番号 072-841-1221(代) 

FAX番号  072-841-3039(代) 

受付時間  平日の９:00～17:30 

（年末年始（12月 29日～１月３日）を除く。） 
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【公的団体の窓口】 
大阪府国民健康保険団体連合会 
 

所 在 地 大阪市中央区常盤町１丁目３－８ 
     中央大通ＦＮビル内 
電話番号 06-6949-5446 
FAX番号 06-6949-5417 
受付時間 9：00～17：00 

 
１２ 個人情報の取扱い 
事業者は、ご利用者及びそのご家族の個人情報を以下のように取り扱います。 

下記の内容をご確認頂き、同意する・同意しないのいずれかにチェックを入れて頂き、ご署名いただき 
ますようお願いいたします。 
（１） 利用目的 
① ご利用者本人へのサービスを円滑に実施する為の利用調整 
② 主治医への居宅サービス計画の情報提供 
③ ご家族への心身の状況説明 
④ 介護保険事務・管理 
⑤ 法令・行政上の業務への対応 
⑥ 保険請求業務 
以上の目的以外でご利用者本人及びそのご家族の情報を利用する場合、個別理由を説明し、同意を得た
上で行うものと致します。但し、緊急の場合、生命に関わる場合等、事業者が必要と判断した場合は、
利用を優先し、後ほどご説明させて頂きます。 

 
(２) 個人情報の第三者提供について 
ご利用者本人及びそのご家族の個人情報は、予めご利用者本人及びそのご家族の同意をいただくこと

なく、外部に提供することはありません。 
但し、法令等に基づいて行う以下の利用目的に該当する場合は、ご利用者本人及びそのご家族から特に
お申し出がない限り、サービスを提供するための通常業務として、必要な範囲において、ご利用者本人及
びそのご家族の個人情報を第三者に提供する場合があります。 
① ご利用者本人に居宅サービスを提供する事業者等との連携を図ること（サービス担当者会議等） 
② ご利用者本人に居宅サービスを提供する事業者へ照会し連携を図ること 
③ 外部の医師等の意見・助言を求めること 
④ サービス提供に際して、ご家族等へ心身の状況の説明を行うこと 
⑤ 緊急時、医療機関等への情報提供を行うこと 
⑥ 事業者が加入する損害賠償責任保険の保険者へ情報提供を行うこと 

 
(２)-２ 個人情報の共同利用について 
 業者は、お客様から書面でお預かりした情報を、利用目的の達成に必要な範囲において、事業者グルー
プ関係会社と個人情報を共同で利用する場合があります。この場合の個人情報の管理責任者は、事業者
の代表者が責任を負います。 
 
(３) 業務委託について 
 サービスを提供するに当たり、業務の一部を外部に委託しています。 
委託先に対しては、契約等にて個人情報に関する監督を行っています。 

 
(３)-２ 安全管理のために講じた措置 
 事業者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等（以下、「漏えい等」）を防止するため個人情報保護方針を
策定したうえで下記の措置を講じています。 
  ・個人情報保護の責任者を設置し、個人情報保護の体制を整備しています。 
  ・個人情報の取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取り扱い方法 

責任者の役割等について個人情報の取り扱いルールを策定するとともに、定期的な内部監査等によ
り管理状況の確認を実施しています。 

 ・個人情報の取り扱いの留意事項等について、従業員に定期的な教育・研修を実施しています。 
 ・個人情報を取り扱うゾーンの入退出管理などの物理的対策を講じることにより個人情報への不正な

アクセスや持ち出し等を防止するための措置を講じています。 
 ・情報に応じて、アクセス制限、アクセス証跡の取得、データの暗号化等の措置を実施するとともに、

情報システムを外部からの不正アクセスまたは不正ソフトウェアなどから保護する仕組みを導入し
ています。 

 ・個人情報を外国に保管している場合には、当該外国における個人情報の保護に関する制度を把握し
た上で安全管理措置を実施しています。 

 ・万一事業者の取り扱う個人情報について漏えい等の事態が生じたときは、法令の定めに従い個人情
報保護委員会への報告やご本人への通知等の適切な対応をとります。 

 
（４） 使用にあっての条件 
 個人情報の提供は、上記 1 に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め情報提供の際にはサービス従
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事者等の関係者以外には漏洩することのないよう細心の注意を払うこと、及び関係者にも細心の注意を
払わせることとします。また介護支援専門員が退職した場合においても同様に情報は漏洩しないことと
します。提供の手段・方法としまして、手渡し・郵送・ＦＡＸ・電話・ＩＴ/ＩＣＴシステムを利用しま
す。 
 
（５） ご利用者本人及びそのご家族の権利 
 事業者の管理する全ての個人情報については、ご利用者本人及びそのご家族による開示請求・訂正・削
除・利用停止等を求めることが可能です。個人情報保護相談窓口までご相談ください。  
 

個人情報取扱事業者      （会社名） パナソニック エイジフリ一株式会社 

                （住所） 大阪府門真市大字門真1048番地 

               （代表者） 代表取締役 坂口 哲也 

お問合せ先     パナソニック エイジフリー株式会社 ライフサポート事業部 

個人情報保護管理者  : 乾    輝代 

個人情報保護相談窓ロ:06-6900-9831 

 

 ■個人情報の取り扱いについて    □同意する    □同意しない 
●万一上記の事項についてご同意をいただけない場合には、適切なサービス提供に支障が 
出る場合がございます。 

●上記利用目的のうち、ご同意しがたい事項がある場合にはその旨をお申し出ください。 
また、ご同意頂いた後でも、個別に不同意の表明をすることが可能です。 

 
 
 
１３ 重要事項説明の年月日 

この重要事項説明書の説明年月日   年     月     日 

 

上記内容について、「枚方市指定介護予防支援等に関する基準を定める条例（平成 26 年枚方市条例第 52

号）」に定める内容を第７条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。 

あわせて、介護保険法第 115条の 45第１号のニに定める介護予防・日常生活支援総合事業の第 1号介

護予防支援事業の内容の説明を行いました。 
 

事 

 

業 

 

者 

所 在 地 大阪府門真市大字門真１０４８番地 

法 人 名 パナソニック エイジフリー 株式会社 

代表者名 代表取締役  坂口 哲也  

事業所名 枚方市地域包括支援センター  パナソニック エイジフリー 

説明者氏名                              印 

 

 上記内容の説明を事業者から確かに受けました。 

利用者 
住 所  

氏 名                                  印 

 

上記代理人 

 

該当する欄に 

住 所 
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○を付けてくだ

さい 

 

【 】代筆者 

【 】後見人 

【 】立会人 

 

氏 名                                  印 

利用者との

関係 
 

 
 

ご家族の 

個人情報 

使用同意 

ご家族の 

代表者氏名 
                     印 

ご同意される

ご家族の 

氏名 

・ 

・ 

・ 

  

  他のご家族へのご連絡は、ご家族代表者からお願いいたします。 
 
  ※本書は 2部作成し、双方で 1部ずつ保管するものとします。 


